
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 学校法人 湖東学園 

              認定こども園にしばる 

入 園 案 内 

令和７年度 

幼保連携型認定こども園 
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幼保連携型認定こども園とは 

幼保連携型認定こども園では、教育及び保育の基本に基づいて、教育及び 

保育が一体的に展開され、生活を通して【生きる力】の基礎を育成するよう、 

認定こども園法第９条に規定されています。 

本園では幼保連携型認定こども園の教育及び保育の目標達成につとめ、  

義務教育及びその後の教育の基礎を培っていきます。 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．生き生きと活動する子ども 

２．相手の事もくみ入れ、自分で考えて行動できる子ども 

３．よく見たり、考えたりして意欲的に創造する子ども 

４．健康で、明るく素直で情操豊かな子ども 

５．くじけずに立ち向かい、乗り越えていこうとする子ども 

 

 

 

幼児期における教育・保育は、生涯にわたる人間形成の基礎を 

培う大切なものです。そのため本園では、次のような教育・ 

保育を行います。 
 
１．未来を志向し、家庭ではできない新たな世界との出会いを大切にする 

２．子ども一人ひとりを理解し、一人ひとりよさを伸ばす教育・保育を行い、 

今と未来を生きる力の基礎を培う 

 ３．幼児が遊びの中で周りの環境に主体的にかかわり、卒園後の学校や社会 

生活に適応し、新しい時代を生き抜いていく力の基礎を培う 

 ４．基本的な生活習慣・態度を育て、豊かな心情や思考力・想像性を養い、意欲 

や思いやり、感謝の心をもつ子どもを育てる 

 ５．こども園と家庭、地域が連携し、それぞれの教育力を生かして一人ひとりの 

育ちを促す 

 

教育・保育理念 ・・・本園が大切にする教育・保育 

教育・保育目標「未来を展望し生きる力の基礎を育む」 

本園は、『幼保連携型認定こども園教育・保育要領』に基づき、次に掲げる「教育・

保育理念」「教育・保育目標」により、発達にそった教育・保育を提供します。 
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学校法人 湖東学園は、１９５４年より幼稚園教育を行い、７０年が経過し、

多くの卒園児が社会で活躍しています。 

社会の変化に伴い、２０１５年より、幼保連携型認定こども園として、９年

が経過しました。 

これからの社会を生きる子どもを育むために、乳児期から就学前までの 

教育・保育に取り組んでおります。 

生涯にわたって幸せな生活を営むことが出来るよう、人間としての基本的

なことを学ぶこども園です。 

時代に対応できる人間を、こども園・家庭・地域を軸に、心身の発達を常に

配慮し、一人ひとりを大切にした教育・保育を展開しています。 

豊かな教育・保育環境の中で、自分らしく育ってほしいと願っています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．したいことをする楽しさ 

２．全力を出して活動する喜び 

３．できなかったことができるようになる楽しさ 

４．知らなかったことを知る楽しさ 

５．考え工夫し、創り出す喜び 

６．共感し、一緒に活動する楽しさ 

７．存在を人に認められる喜び 

８．よいことをする楽しさ 

９．よいものにめぐり合う楽しさ 

10．友達と共に過ごす喜び 

 

 

 

楽しさと喜びを通して育てる 
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園内における子育て支援 

預かり保育（青い鳥） ＜１号認定＞ 

１号認定園児の「通常利用時間外及び長期休業日等の預かり保育」を実施して 

います。 （一定の条件を満たしている場合、無償化の対象となります・要申請） 

延長保育 ＜２号認定・３号認定＞ 

２号・３号認定園児の「通常利用時間外の延長保育」を実施しています。 

親の学びプログラム（熊本県受託事業） 

保護者の参加体験型の学習スタイルで、子育てのコツを身近な話題から楽しく学

ぶプログラムです。 

お気軽にご参加ください。（年数回実施・詳細は園にお尋ねください） 

子育て相談 

日頃の子育てに関する悩みや心配事を、いつでも気軽にご相談ください。 

 

 

幼保連携型認定こども園における子育て支援 
 

 乳児、幼児を育てられている保護者の皆さんが気軽に集い、交流できる場を

提供しています。 

子育てについての知識、経験を有する専門の 

講師による相談・助言等も行っています。 

 

 

 

●本園における教育・保育の基本目標 
 子どもの健全な心身の発達を図り、生涯にわたる人格形成の基礎を培い、  

就学前の子どもに関する教育・保育などの総合的な提供の推進をしております。 

 乳幼児期の特性及び保護者や地域の実態を踏まえ、環境を通して行うことを

基本とし、家庭や地域での生活を含め、園児の生活全体が豊かなものとなる  

よう期待しています。 

子 育 て 支 援 
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◎利用について 

認定こども園で教育・保育を受けるためには、市町村より発行される支給認定証

が必要になります。認定証は、お子様の年齢やご家族の働き方等により、１号認定、

２号認定、３号認定に区分されます。 

さらに２号認定、３号認定に関しては、保育を必要とする理由が必要になり、  

保育の必要量によって教育・保育時間が標準時間、短時間に区分されます。 

 

 ●認定区分 

1号認定 

（教育標準時間） 

お子様が満 3歳以上の小学校就学前であって、 

教育を希望される場合 

2号認定 

（保育標準時間・保育短時間） 

お子様が満 3歳以上の小学校就学前であって、 

「保育の必要な事由」に該当し、保育を希望される場合 

3号認定 

（保育標準時間・保育短時間） 

お子様が満 3歳未満であって、 

「保育の必要な事由」に該当し、保育を希望される場合 

 

●通常利用時間 

利用区分 利用時間 休業日 

１号認定 

月～金曜日 

８：00～１４：00 
 

（預かり保育・希望者） 

14：00～18：00 

・土曜日、日曜日 

・祝日（国民の祝日に関する法律に規定する日） 

・夏季休業  

・冬季休業  たよりにてお知らせします 

・春季休業  

２号認定 

（標準時間） 

月～土曜日 

７：00～１８：00 

・日曜日 

・年末年始（１２月２９日から１月３日） 

・祝日（国民の祝日に関する法律に規定する日） 

２号認定 

（短時間） 

月～土曜日 

８：00～１６：00 

３号認定 

（標準時間） 

月～土曜日 

７：00～１８：00 

３号認定 

（短時間） 

月～土曜日 

８：00～１６：00 

 

※2号・3号認定の標準時間利用を希望する方は、保育の必要な事由が就労の場合、 

原則、月 120時間以上の就労が必要となります。 

※2号・3号認定の短時間利用を希望する方は、保育の必要な事由が就労の場合、 

原則、月 52時間から 120時間未満の就労が必要となります。 

※各認定、通常利用時間外の延長保育を実施しています（別途利用料が必要） 
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●ＩＣＴシステム 「コドモン」 

登降園管理、欠席等の諸連絡、園からのお知らせ等はＩＣＴにて行います。 

（コドモン保護者アプリの登録・登降園ＱＲカード配布） 

 

●食事の提供 

・献立は毎月「給食献立表」をＩＣＴにてお知らせします。 

・アレルギー対応を行っています。食物アレルギー等、体質に合わない 

食材があれば、必ず事前にご相談ください。 

 

●保育料等 

 

◆利用者負担（基本保育料） 

 ①１号認定・２号認定・・・・・・無償 

 ②３号認定 市民税非課税世帯・・無償 

 ③３号認定 無償化対象者以外・・以下の通り徴収します 

     ・金 額：居住地の市町村が収入に応じて定める額 

     ・支払方法：口座振替 

     ・引落し日：毎月１５日（土日祝日の場合は、翌営業日） 

 

 

 

 
 

◆実費徴収額 

教育・保育の実施にかかる実費分（年間にて算出）として、 

以下の実費を徴収します。 

      ・支払方法：口座振替 

      ・引落し日：毎月１５日（土日祝日の場合は、翌営業日） 

利用区分 費用の種類 使途・目的 

１号認定 給食費（主食・副食） 給食提供のため 

２号認定 給食費（主食・副食） 給食等提供のため（おやつ代含む） 

３号認定 寝具代 午睡のため 

全認定 用品代 
園で必要なもの 
（学年・購入内容により異なります） 

１号認定 
２号認定 

活動費 講師料、体験活動費として 

 
●保険加入 

園の管理下で、園児の負傷、疾病等が発生した時に、医療費・疾病見舞金等 

の支給を行う「日本スポーツ振興センター」に全園児加入します。 

・利用者負担額は、４月から８月分までが世帯の前年の住民税、９月から翌年

３月分までが、世帯の当年の住民税により決定されます。 

（１月１日時点で住民票があった居住地の住民税） 
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◎主な年間計画 

養 護 

養 護 

（教育・保育理念、基本方針につきましては、1ページに記載） 
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養 護 

養 護 
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乳 児 期 

生命維持・情緒の安定 

 

小 学 校 

知識及び技能 
思考力・判断力・ 

表現力等 

学びに向かう力・ 

人間性等 

育みたい資質・能力の３つの柱 

 

 

 

知識及び技能 

の基礎 

思考力・判断力・ 

表現力等の基礎 

学びに向かう力・ 

人間性等 
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健康な生活の基本としての「食を営む力」の育成に向け、その基礎を培

うために、日々の生活と遊びを通して、園児が自ら意欲をもって食に関わ

る体験を積み重ねていくことが大事です。 

楽しく食べる子どもに成長していくことを期待しつつ、次にかかげる子

ども像の実現を目指しています。 

①お腹がすくリズムのもてる子ども 

②食べたいもの、好きなものが増える子ども 

③一緒に食べたい人がいる子ども 

④食事づくり、準備にかかわる子ども 

⑤食べものを話題にする子ども 

 

 

 

 

 

 

 

外国人講師との英語でのふれあいや英語学習ツール「サイバードリーム」を

通して、文字の音を正しく発音し、聴くこと、話すことを楽しみながら遊んで

います。 

 

 

 

 

 

給食調理室 ～自園調理～ 

 

伊万里焼のオリジナル食器 

 
楽しい給食のひととき 

 

外国人講師と英語でのふれあい 

 

英語学習ツール「サイバードリーム」 

 

食   育 

 

英語あそび 
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   幼保連携型認定こども園にしばる 

         〒861-8028 熊本市東区新南部 3 丁目 3-51 

         TEL(096)382-1156  FAX(096)382-1159 

 

 

 
◆湖東学園グループ園・施設 

 
幼保連携型認定こども園ことう 

         〒862-0909 熊本市東区湖東 1 丁目 12-26 

         TEL(096)368-3144  FAX(096)368-3305 
 
   幼保連携型認定こども園ことうだいに 

         〒862-0911 熊本市東区健軍 3 丁目 36-14 

         TEL(096)368-2939  FAX(096)368-2949 
 
   幼保連携型認定こども園とうぶ 

         〒862-0918 熊本市東区花立 5 丁目 4-93 

         TEL(096)368-6423  FAX(096)368-6425 
    

わくわく家庭保育室八反田 （とうぶ所管） 

         〒861-8034 熊本市東区八反田 2 丁目 1-75 
          

わくわく家庭保育室唐人町 （とうぶ所管） 

         〒860-0021 熊本市中央区上鍛冶屋町 8-2 

 

 

 

    https://www.coto.ac.jp URL 

 
 

 

学校法人 湖東学園 検索 

学校法人 湖東学園 

・専門学校 湖東カレッジ唐人町校（こども学科・こども未来学科） 

・阿蘇子どもの文化の森（阿蘇市） 


